
大 殿 子 育 て ひ ろば 「キ ラ◇ き ら」 推 進 協 議 会 規 約

(名  称 )

第 1条

こ の 会 の 名 称 は 、 大 殿 子 育 て 広 場 「 キ ラ ◇ き ら 」 推 進 協 議 会 (以 下 協 議 会 と い

う )と 称 し 、 事 務 局 は ひ ろ ば 内 に 置 く 。

(目  的 )

第 2条
1 こ の 会 は 、 市 と の 連 携 の も と 、 子 育 て し や す い ま ち づ く り を め ざ し 、 各 種

事 業 を 通 し て 健 全 で 心 豊 か な 子 育 て 支 援 を 目 的 と す る 。

2 前 項 の 目 的 を 達 成 す る た め 次 の こ と を 行 う 。

(1)乳 児 、 幼 児 、 児 童 と そ の 親 に 関 わ る あ ら ゆ る 子 育 て 支 援 事 業 を 行 う 。

(2)子 育 て に 関 す る 啓 発 講 座 の 定 期 的 開 催 と 支 援 者 の 育 成 を 行 う 。

(3)情 報 紙 や 連 絡 会 議 等 で 関 係 機 関・ 団 体 と の 連 携 強 化 と 情 報 交 換 に 努 め る 。

(委 員 の 構 成 )

第 3条
こ の 会 は 、 協 議 会 の 目 的 に 賛 同 す る 団 体 ・ 機 関 ・ 個 人 で 別 表 に 定 め る 会 員 を

も つ て 組 織 す る 。

(役  員 )

第 4条  協 議 会 に は 次 の 役 員 を 置 く 。

(1)会  長  1名
(2)副 会 長   1名
(3)事 務 局 長   1名
(4)副 事 務 局 長 1名
(5)会   計   1名
(6)理   事  若 千 名

(7)監  事  2名

(役 員 の 任 務 )

第 5条
1 会 長 は 協 議 会 の 会 務 を 統 括 し 、 協 議 会 を 代 表 す る 。

2 副 会 長 は 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 あ る と き は 、 職 務 の 代 理 を す る 。

3 事 務 局 長 は 、 協 議 会 の 事 務 を 総 括 す る 。

4 副 事 務 局 長 は 、 事 務 局 長 を 補 佐 す る 。

5 会 計 は 、 予 算 案 に 基 づ き 会 計 事 務 を 行 う 。

6 理 事 は 、 会 の 代 表 と し て 会 の 運 営 に 関 す る 事 項 を 協 議 す る 。

7 監 事 は 、 会 計 及 び 会 務 の 執 行 状 況 を 監 査 し そ の 結 果 を 総 会 に 報 告 す る 。
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